
 

石 教 互 第 ６ ８ 号 
令和４年３月９日 

 
所  属  所  長  様 
 
 

一般財団法人石川県教職員互助会 
                           理 事 長   徳 田  博 
                             （ 公 印 省 略 ） 
 
 

 
一般財団法人石川県教職員互助会の貸付規程の一部改正 
及 び 厚 生 事 業 の 補 助 拡 充 に つ い て 

 
 
標記のことについて、下記のとおり改正等があるので、会員に周知し、事務に遺漏のないよう願

います。 
 

記 
 
 
１ 一般財団法人石川県教職員互助会貸付規程の一部改正について 
（１） 改正内容 

貸付利率を年０．９％とする。（現行年１．０％） ＜別添資料参照＞ 
 

（２） 施行日 
令和４年４月１日 

 
 
２ 一般財団法人石川県教職員互助会厚生事業の補助拡充について 
 
＜内容＞  

「施設利用券つづり」共通利用券による施設利用補助を大幅拡充 
※小人は、従前から無料です。 
※「施設利用券つづり」の配付は、４月下旬となります。 

 
○無料で入館できる施設を拡大 
  ・県立美術館（コレクション展、自主企画展） ・石川県七尾美術館 
  ・県立歴史博物館（常設展、自主特別展）   ・石川県能登島ガラス美術館 
  ・国立工芸館                ・石川県輪島漆芸美術館 
   
○補助対象施設を拡大（いずれも無料で入館できます。） 

   ・県立伝統産業工芸館（いしかわ生活工芸ミュージアム） 
・石川近代文学館（石川四高記念文化交流館内） 

     ・加賀本多博物館 
 

○補助を増額（自己負担を減らします｡） 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

・事業の詳細は、互助会ホームページ及びスマートスクールネットにて４月上旬に掲載する「令和
４年度教職員互助会事業のお知らせ」若しくは事業実施通知をご覧ください。 

 
  

  

対 象 施 設 
自己負担額（大人） 

Ｒ３年度 Ｒ４年度から 
のとじま臨海公園水族館 １，３９０円  １，０００円 
い し か わ 動 物 園  ４４０円    ３００円 
ふ れ あ い 昆 虫 館  １６０円    無  料 

(事務担当) 

（一財）石川県教職員互助会事務局 

TEL 076-225-1848 



資 料 
教職員互助会の貸付事業の改正について 

 

会員の福利厚生の充実を図るため、互助会の貸付利率を引き下げます。 

１ 貸付金利率 

改正後 年０．９％ （令和４年４月１日から） 

改正前 年１．０％  

 

※ 令和４年度以降の新規貸付のほか、償還中の貸付についても、令和４年４月から 

    改正利率を適用します。 

   （既貸付者の改正後の貸付金償還表については、３月下旬に所属所を通じて送付します。） 

 

２ 互助会の貸付事業の概要（令和４年４月１日時点） 

種  類 貸  付  金  額 年利率 償還回数 申 込 事 由 

生活資金 
100 万円を限度に 10 万円単位

の額 

0.9% 

72回 

以内 

臨時の資金を必要とするとき 

自動車購

入資金 

200 万円を限度に 10 万円単位

の額 （購入金額以内） 
会員が自己の車を購入するとき 

結婚資金 
200 万円を限度に 10 万円単位

の額 

120回 

以内 

会員又は会員の子、孫若しくは弟妹

が結婚するとき 

教育資金 
200 万円を限度に 10 万円単位

の額 

会員又は会員の子、孫若しくは弟妹

が、高校、大学、高等専門学校、専

修学校、各種学校に入学又は修学

するとき 

子育て支

援資金 

50 万円を限度に 10 万円単位

の額 

無利子 

１回１万円 

単位で 

希望回数 

会員又は配偶者が、妊娠 180日以上

経過し、出産のため資金を必要とす

るとき 

通勤手当 

資金 

定期券の購入費用を限度に７

万円以上で 1 万円単位の額 

通勤手当 

支給月に 

全額償還 

会員が自宅から勤務地への往復に

利用する公共交通機関の定期券を

購入するために臨時の資金を必要と

するとき 

住宅資金 

300万円と 5年後の退職金の額

に 200万円を加算した額とのい

ずれか低い額を限度に 50万円

以上 10 万円単位の額 

0.9% 
240回 

以内 

会員が自己の住宅を新築、改築、増

築、購入、修理又は住宅の敷地を購

入するとき 

特別住宅 

資金 

100 万円を限度に 50 万円以上

10 万円単位の額 

会員が自己の住宅を新築、購入する

とき（居住用床面積が、３０平方メート

ル以上１７０平方メートル以下で延床

面積の２分の１以上に限る。） 

※ 利率は変動です。 

※ 貸付の申込みには、「貸付申込書」の他、申込事由を証する添付書類等が必要となります。 

詳しくは教職員互助会事務局へお問い合わせください。 

 


